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「電子採決システム」の導入と運用 

 

〇導入決定の背景 

・平成２８年度 第８回役場庁舎建設に関する調査特別委員会（平成２８年９月１日開催）において

決定した、「基本計画協議結果報告書 別紙 議会機能に関する協議事項」に記載。 

 

■基本的な考え方－議会ＩＣＴ推進計画に則った整備を行うこと 

３ 諸整備 （２）視聴覚設備・ＩＣＴ設備 ～「電子採決投票システムを設置する」 

 

・議会ＩＣＴ推進計画に則った整備を行う 

第３章 事業の展開 １ 【ハード面での計画事業】 

 （２） 機器及びシステムの新規・更新整備 

⑥本会議場の電子採決投票システム導入（出席数・発言時間等） R2年度 

 

〇導入による効果 

・表決の迅速化 

・多様な表決方法の選択（※起立・挙手が困難な議員の表決支援など） 

・町民への公開性の向上 

・表決記録の自動化 

 

〇電子採決システムの運用範囲 

○簡易表決を除くすべての表決（従来の起立・挙手による表決に替わるもの） 

※「選挙」の投票には使用できない（公選法第 46 条：･･･投票用紙に当該選挙の公職の

候補者一人の指名を自書して、これを投票箱にいれなければならない） 

 

〇議論のポイント 

➊電子採決システム運用の基本的方針 

①簡易表決を除き従来の起立・挙手による表決を常とし、議長が必要あると認めるときに電子

採決システムによる表決を行う 

②簡易表決を除く表決において電子採決システムの運用を常とする →4/2議運決定 

  

「常」とするが、起立による方法を排除するか？ 

 

❷電子採決システムが要する機能 

・「賛成ボタン」～会議原則である「可を諮る原則」との整合性 

・「反対ボタン」～「可を諮る原則」との整合性に疑問？ 

・「棄権ボタン」～棄権の意思表示としての議場退室に替わる機能？ 

  

資料８ 
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❸導入までのスケジュール 

・３月１６日 第２６回議運 

・３月２５日 第２７回議運 

・４月２日  第２８回議運 

・６月４日  第３回議運 

・６月３０日 先進地事例調査（幕別町議会） 

・７月９日  第７回議運 先進地事務調査報告 

・７月３０日 第８回議運 

・ 月  日 第 回議運 

 

 １０月末：新庁舎竣工予定（躯体工事） 

・１１月：会議条例の一部を改正する条例 提案（会議案） 

・１２月：会議条例改正案 議決、関係規則等改正（必要に応じ） 

 

 Ｒ３年１月：新庁舎での執務開始 

 Ｒ３年〇月：臨時会議 又は 〇〇委員会で試行運用（!?） 

 和３年３月：定例会議で本格運用 

 

〇例規改正等 

・芽室町議会会議条例  

   ※改正参考例：幕別町議会会議規則改正案 － 資料８参考③ 

 

〇導入事例 

・表決に関する諸規定比較 ： 資料８参考① 

・先進事例調査： 資料８参考② 

 

 

◆「表決」と「採決」と「議決」 

「表決」：議会の意思決定に個々の議員が参加し、議会等に対して賛成・反対の意思表示をす

ること 

「採決」：議長が上記の表決を採ること 

「議決」：表決の結果得られた議会の意思決定（可決・否決・同意など）のこと 

 

◆表決の種類 

 ①起立による表決（挙手を含む） 

 ②投票による表決（記名投票・無記名投票） 

 ③簡易表決 
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表決に関する諸規定比較（参考） 

芽室町議会会議条例 ①安城市議会会議規則 ①大津市議会会議規則 ②幕別町議会会議規則 

（表決問題の宣告） 

第 81条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に

付する問題を会議に宣告する。 

（表決問題の宣告） 

第 67条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に

付する問題を宣告する。 

※規則(表決問題の宣告) 

第 34条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に

付する問題を会議に宣告する。 

（表決問題の宣告） 

第 78条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に

付する問題を会議に宣告する。 

（不在議員） 

第 82条 表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、

表決に加わることができない。 

（不在議員） 

第 68 条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わ

ることができない。 

※規則(不在議員) 

第 35条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に

加わることができない 

（不在議員） 

第 79条 表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、

表決に加わることができない。 

（条件の禁止） 

第 83条 表決には、条件を付けることができない。 

（条件の禁止） 

第 69条 表決には、条件を付けることができない。 

※規則(条件の禁止) 

第 36条 表決には、条件を付けることができない。 

（条件の禁止） 

第 80条 表決には、条件を付けることができない。 

（起立による表決） 

第 84条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を

可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可

否の結果を宣告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議

長の宣告に対して出席議員２人以上から異議があ

るときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を

採らなければならない。 

（起立等による表決） 

第 70 条 議長が表決をとろうとするときは、問題を

可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否

の結果を宣告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 議長が起立者の多少を認定しがたいとき又は議

長の宣告に対して出席議員３人以上から異議がある

ときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとら

なければならない。 

３ 第１項及び第 75条ただし書の規定にかかわらず、

議長が必要があると認めるときは、電子採決システム

による表決をとることができる。 

４ 電子採決システムによる表決を行う場合には、問

題を可とする者は賛成のボタンを、問題を否とする者

は反対のボタンを押さなければならない。 

５ 電子採決システムによる表決において、議長が表

決を終了する宣告をした時点で、出席議員が賛成のボ

タンと反対のボタンのいずれも押していないときは、

その出席議員は、棄権したものとみなす。 

 

※規程(起立による表決) 

第 41条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を

可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否

の結果を宣告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 前項の規定にかかわらず、議長は、必要があると認

めるときは、問題を可とする者を起立させることに代

えて、その者に電子採決システムの賛成ボタンを押さ

せることによって表決をとることができる。 

（電子表決システム等による表決） 

第 81 条 議長は、表決を採ろうとするときは、電子

表決システムにより、問題を可とする者の多少を認

定して可否の結果を宣告する。 

２ 電子表決システムによる表決を行う場合には、問

題を可とする者は賛成のボタンを、問題を否とする

者は反対のボタンを押すものとする。ただし、表決

の確定の宣告がなされた場合において、賛成のボタ

ン又は反対のボタンのいずれも押していない者は、

反対のボタンを押したものとみなす。 

３ 第１項及び第 87条ただし書の規定にかかわらず、

議長が必要があると認めるときは、問題を可とする

者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果

を宣告することができる。 

４ 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議

長の宣告に対して出席議員２人以上から異議があ

るときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を

採らなければならない。 

資料８参考① 
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（投票による表決） 

第 85 条 議長が必要があると認めるとき、又は出席

議員２人以上から要求があるときは、記名又は無記

名の投票で表決を採る。 

２ 同時に記名投票と無記名投票の要求があるとき

は、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で

決める。 

（投票による表決） 

第 71 条 議長が必要があると認めるとき又は出席議

員３人以上から要求があるときは、記名又は無記名の

投票で表決をとる。 

２ 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があ

るときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投

票で決める 

※規程(投票による表決) 

第 42条 議長は、必要があると認めるとき、又は出席

議員 3人以上から要求があるときは、記名又は無記名

の投票で表決をとる。 

2 議長は、同時に記名投票又は無記名投票の要求が

あるときは、いずれの方法によるか討論を用いず、会

議に諮って決定する。 

（投票による表決） 

第 82 条 議長が必要があると認めるとき、又は出席

議員２人以上から要求があるときは、記名又は無記名

の投票で表決を採る。 

２ 同時に記名投票と無記名投票の要求があるとき

は、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決

める。 

（記名及び無記名の投票） 

第 86 条 投票による表決を行う場合には、問題を可

とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票

用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、

記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければな

らない。 

（無記名投票及び記名投票） 

第 72 条 投票による表決を行う場合には、問題を可

とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の

投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならな

い。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記し

なければならない。 

※規程(記名投票、無記名投票) 

第 43 条 投票による表決を行う場合には、問題を可

とする議員は賛成、否とする議員は反対と所定の投票

用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。た

だし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなけれ

ばならない。 

（記名及び無記名の投票） 

第 83 条 投票による表決を行う場合には、問題を可

とする者は○と、否とする者は×と所定の投票用紙に

記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票

の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。 

（白票の取扱い） 

第 87 条 投票による表決において、賛否を表明しな

い投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみな

す。 

２ 投票による表決において、賛否を表明しない投票

及び賛否が明らかでない投票は、無効とする。 

※規程(投票の効力) 

第 44 条 記名投票又は無記名投票による表決におい

て、賛否が明らかでない投票及び他事を記載した投票

は否とみなす。 

（白票の取扱い） 

第 84 条 投票による表決において、賛否を表明しな

い投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなす。 

（選挙規定の準用） 

第 88 条 記名又は無記名の投票を行う場合には、第

30 条、第 31 条、第 32 条、第 33 条、第 34 条第１

項、第 35条及び第 36条の規定を準用する。 

（選挙規定の準用） 

第 73 条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、

第 27条から第 31条まで、第 32条第１項及び第 33条

の規定を準用する。 

※規程(選挙規定の準用) 

第 45 条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、

第 15条から第 19条まで、第 20条第 1項及び第 21条

の規定を準用する。 

（選挙規定の準用） 

第 85 条 記名又は無記名の投票を行う場合には、第

28条（議場の出入口閉鎖）、第 29条（投票用紙の配布

及び投票箱の点検）、第 30条（投票）、第 31条（投票

の終了）、第 32条（開票及び投票の効力）、第 33条（選

挙結果の報告）第１項、第 34条（選挙に関する疑義）

及び第 35 条（選挙関係書類の保存）の規定を準用す

る。 

（表決の訂正） 

第 89 条 議員は、自己の表決の訂正を求めることが

できない。 

（表決の訂正） 

第 74 条 議員は、自己の表決の訂正を求めることが

できない。 

※規則(表決の訂正) 

第 37 条 議員は、自己の表決の訂正を求めることは

できない。 

（表決の訂正） 

第 86 条 議員は、自己の表決の訂正を求めることが

できない。 

（簡易表決） 

第 90 条 議長は、問題について異議の有無を会議に

諮ることができる。異議がないと認めるときは、議

長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に

対して、出席議員２人以上から異議があるときは、

議長は起立の方法で表決を採らなければならない。 

（簡易表決） 

第 75 条 議長は、問題について異議の有無を会議に

諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長

は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し

て出席議員２人以上から異議があるときは、議長は、

起立の方法で表決をとらなければならない。 

※規程(簡易表決) 

第 46 条 議長は、問題について異議の有無を会議に

諮ることができるものとし、異議がないと認めるとき

は、可決の旨を宣告する。ただし、議長は、宣告に対

し出席議員 3人以上から異議があるときは、起立の方

法又は電子採決システムで表決をとらなければなら

ない。 

（簡易表決） 

第 87 条 議長は、問題について異議の有無を会議に

諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長

は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し

て、出席議員２人以上から異議があるときは、議長は、

電子表決システムによる方法で表決を採らなければ

ならない。 
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芽室町 幕別町 四日市市 

第４章 選挙 

（選挙の宣告） 

第 28条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。 

（不在議員） 

第 29条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わること

ができない。 

 

 

 

 

（投票用紙の配布及び投票箱の点検） 

第 30条 投票を行うときは、議長は、議会事務局職員に議員に所定の投

票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。 

２ 議長は、議会事務局職員に投票箱を点検させなければならない。 

（投票） 

第 31条 議員は、議長の指示に従って、順次投票する。 

（投票の終了） 

第 32条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確

かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することがで

きない。 

（開票及び投票の効力） 

第 33条 議長は、開票を宣告した後、２人以上の立会人とともに投票を

点検しなければならない。 

２ 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。 

３ 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。 

（選挙結果の報告） 

第 34条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。 

２ 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。 

（選挙に関する疑義） 

第 35条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。 

（選挙関係書類の保存） 

第 36条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係

書類とともにこれを保存しなければならない。 

 

 

第４章 選挙 

（選挙の宣告） 

第 26条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。 

（不在議員） 

第 27条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わること

ができない。 

（議場の出入口閉鎖） 

第 28条 投票による選挙を行うときは、議長は、第 26条（選挙の宣告）

の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員

数を報告する。 

（投票用紙の配布及び投票箱の点検） 

第 29条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙

を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。 

２ 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。 

（投票） 

第 30条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。 

（投票の終了） 

第 31条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確

かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することがで

きない。 

（開票及び投票の効力） 

第 32条 議長は、開票を宣告した後、２人以上の立会人とともに投票を

点検しなければならない。 

２ 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。 

３ 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。 

（選挙結果の報告） 

第 33条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。 

２ 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。 

（選挙に関する疑義） 

第 34条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。 

（選挙関係書類の保存） 

第 35条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係

書類とともにこれを保存しなければならない。 

第 4節 選挙 

(選挙の宣告) 

第 23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。 

(不在議員) 

第 24条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができな

い。 

(議場の出入口閉鎖) 

第 25 条 投票による選挙を行うときは、議長は、第 23 条(選挙の宣告)

の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。 

(投票用紙の配布及び投票箱の点検) 

第 26条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙

を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。 

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。 

 (投票) 

第 27条 議員は、順次、投票を備付けの投票箱に投入する。 

 (投票の終了) 

第 28条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確

かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することがで

きない。 

(開票及び投票の効力) 

第 29条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を

点検しなければならない。 

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。 

3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。 

(選挙結果の報告) 

第 30条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。 

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。 

(選挙関係書類の保存) 

第 31条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係

書類とともにこれを保存しなければならない。 

第９章 表決 

（表決問題の宣告） 

第８章 表決 

（表決問題の宣告） 

第 8節 表決 

(表決問題の宣告) 
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第 81条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議

に宣告する。 

（不在議員） 

第 82条 表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わること

ができない。 

（条件の禁止） 

第 83条 表決には、条件を付けることができない。 

（起立による表決） 

第 84条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立

させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。 

２ 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して

出席議員２人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投

票で表決を採らなければならない。 

（投票による表決） 

第 85条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員２人以上から要

求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。 

２ 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれ

の方法によるかを無記名投票で決める。 

（記名及び無記名の投票） 

第 86条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、

否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。

ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。 

（白票の取扱い） 

第 87条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明

らかでない投票は、否とみなす。 

（選挙規定の準用） 

第 88条 記名又は無記名の投票を行う場合には、第 30条、第 31条、第

32条、第 33条、第 34条第１項、第 35条及び第 36条の規定を準用する。 

（表決の訂正） 

第 89条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。 

（簡易表決） 

第 90条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長

の宣告に対して、出席議員２人以上から異議があるときは、議長は起立

の方法で表決を採らなければならない。 

（表決の順序） 

第 91条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採ら

なければならない。 

第 78条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議

に宣告する。 

（不在議員） 

第 79条 表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わること

ができない。 

（条件の禁止） 

第 80条 表決には、条件を付けることができない。 

（電子表決システム等による表決） 

第 81条 議長は、表決を採ろうとするときは、電子表決システムにより、

問題を可とする者の多少を認定して可否の結果を宣告する。 

２ 電子表決システムによる表決を行う場合には、問題を可とする者は

賛成のボタンを、問題を否とする者は反対のボタンを押すものとする。

ただし、表決の確定の宣告がなされた場合において、賛成のボタン又は

反対のボタンのいずれも押していない者は、反対のボタンを押したもの

とみなす。 

３ 第１項及び第 87条ただし書の規定にかかわらず、議長が必要がある

と認めるときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定し

て可否の結果を宣告することができる。 

４ 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して

出席議員２人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投

票で表決を採らなければならない。 

（投票による表決） 

第 82条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員２人以上から要

求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。 

２ 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれ

の方法によるかを無記名投票で決める。 

（記名及び無記名の投票） 

第 83条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は○と、否

とする者は×と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。た

だし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。 

（白票の取扱い） 

第 84条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明

らかでない投票は否とみなす。 

（選挙規定の準用） 

第 85 条 記名又は無記名の投票を行う場合には、第 28 条（議場の出入

口閉鎖）、第 29条（投票用紙の配布及び投票箱の点検）、第 30条（投票）、

第 31条（投票の終了）、第 32条（開票及び投票の効力）、第 33条（選挙

結果の報告）第１項、第 34 条（選挙に関する疑義）及び第 35 条（選挙

第 63条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告

する。 

(不在議員) 

第 64条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。 

(条件の禁止) 

第 65条 表決には、条件を付けることができない。 

 (電子採決システム等による表決) 

第 66条 議長が表決をとろうとするときは、電子採決システムにより、

問題を可とする者の多少を認定して可否の結果を宣告する。 

2 電子採決システムによる表決を行う場合には、問題を可とする者は賛

成のボタンを、問題を否とする者は反対のボタンを押すものとする。な

お、採決の確定の宣告がなされた場合において、賛成のボタン又は反対

のボタンのいずれも押していない者は、反対のボタンを押したものとみ

なす。 

3 第 1 項及び第 71 条ただし書の規定にかかわらず、議長が必要がある

と認めるときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定し

て可否の結果を宣告することができる。 

4 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出

席議員 5 人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票

で表決をとらなければならない。 

(投票による表決) 

第 67条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員 2人以上から要

求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。 

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、い

ずれの方法によるかを無記名投票で決める。 

(投票) 

第 68条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否

とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければな

らない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならな

い。 

2 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかで

ない投票は、否とみなす。 

 (選挙規定の準用) 

第 69条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第 25条(議場の出入

口閉鎖)、第 26条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第 27条(投票)、

第 28 条(投票の終了)、第 29 条(開票及び投票の効力)、第 30 条(選挙結

果の報告)第 1項及び第 31条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。 

(表決の訂正) 
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２ 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、

議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に

表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員２人以上から異議が

あるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。 

３ 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。 

関係書類の保存）の規定を準用する。 

（表決の訂正） 

第 86条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。 

（簡易表決） 

第 87条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長

の宣告に対して、出席議員２人以上から異議があるときは、議長は、電子

表決システムによる方法で表決を採らなければならない。 

（表決の順序） 

第 88条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採ら

なければならない。 

２ 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、

議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に

表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員２人以上から異議が

あるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。 

３ 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。 

第 70条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。 

(簡易表決) 

第 71条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長

の宣告に対して、出席議員 5 人以上から異議があるときは、議長は、電

子採決システムによる方法で表決をとらなければならない。 

 (表決の順序) 

第 72条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとら

なければならない。 

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議

長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表

決をとる。ただし、表決の順序について出席議員 5 人以上から異議があ

るときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。 

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。 
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［芽室町議会会議条例等運用規則］ 

第４章 選挙 

（選挙の方法） 

第 13条 議長及び副議長の選挙は、投票により行うものとする。 

２ 一部事務組合議会議員の選挙は、指名推選により行うものとする。 

３ 選挙管理委員及び補充員の選挙は、指名推選により行い、補充員の順序は、議長が会議に諮って決める。 

４ 指名推選の方法により選挙を行うときは、議長発議又は議員の動議により、会議に諮り、異議がなければ、次の方法による。 

(１) 議長指名による場合 議長発議又は議員の動議により、議長が指名することを会議に諮って、異議がないときは、議長が指名し、その指名を受けた者を会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。 

(２) 議員の動議による場合 議員の動議により、指名者を会議に諮って、異議がないときは、指名者が指名し、その指名を受けた者を議長が会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。 

（投票） 

第 14条 議員は、議長の指示に応じ、議長席に向かって右方から順次演台に登り、投票用紙を投票箱に投入し、議長席に向かって左方より降りて自席に戻る。 

２ 議長は、最後に投票する。 

（選挙結果の報告） 

第 15条 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。 

２ 議長、副議長に当選した議員は、当選の告知を受けた後、直ちに就任のあいさつを行うものとする。この場合、就任のあいさつにより当選を承諾したものとみなす。 

３ 議長は、当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。 

 

第 10章 表決 

（表決） 

第 34 条 委員長の報告が原案のとおり可決すべきもの、採択すべきもの及び一部採択とすべきものの場合の表決は、委員長の報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決すべきもの及び不採択とすべきものの場合

は、原案について採決する。 

２ 投票による表決の場合は、第 15条第１項の規定により行うものとする。 

３ 全員が、異議がないと認められる軽易な事件の表決は、簡易表決によるものとする。 

４ 委員長報告が修正して可決すべきものの場合又は議員から修正案が提出されたときは、修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。 

５ 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとする。 

(１) 議員のみの修正案のうち、共通部分がない場合は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。 

(２) 議員のみの修正案のうち、共通部分がある場合は、共通部分を表決に付すものとする。ただし、共通部分が極めて小部分であるときは、修正案ごとに表決に付することができるものとする。 

(３) 議員の修正案又は委員会の修正案で、共通部分がない場合は、議員の修正案から先に表決をとる。 

(４) 議員の修正案又は委員会の修正案のうち、共通部分がある場合は、議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付し、次に、議員の修正案と委員会の修正案の共通部分について表決に

付し、最後に、議員の修正案と委員会の修正案と共通部分を除く委員会の修正案を表決に付する。 

６ 一括議題とした議案等に対する表決は、１件ごとに採決する。ただし、異議がないと認められるときは、一括して採決することができるものとする。 

 



NAKANO.H
スタンプ





芽室町議会 

質疑・応答 

 

Ｑ 電子表決システムにより採決を行う宣言は議案ごとか？ 

Ａ 通常は議案ごととなるが、農業委員の任命同意などは最初の１回のみ。 

今回、２４人の農業委員任命同意は、提案から２８分間を要した。 

 

Ｑ ボタンを押さなければ反対とみなしているが棄権はないのか。 

Ａ 除斥はその旨記録を残すため退席させる必要がある。棄権も退席となる。 

議場の前列はフラットであり、車椅子などでも退席は可能。 

 

Ｑ モニターは見にくくないか。 

Ａ 大きい方が見やすいと思うが、議場の規模であれば５５インチで十分。 

 

Ｑ モニターにより一般質問などで資料を提示するなどの活用はしていないか？ 

Ａ ケーブルをつなぐなどの手間をかければ技術的には可能である。高校生議会の

際に事例はある。しかし、議会中継なども考慮すると、活用する考えはない。 

 

Ｑ 傍聴席が聞きにくいなどの声があるか。 

Ａ 議員ＯＢからそのような声もある。ヘッドフォンも２席あるが。 

 

Ｑ 議長の裁決システムは？ 

Ａ 通常時は票が入れられず可否も加わらない状態にあるが、可否同数となった場

合には、自動で議長のボタンが作動し、票を入れられる状態となる。 

 

Ｑ 事務局のオペレーションについて。 

Ａ 中継のほかに電子採決も対応（簡易表決はほぼない）すると、ワンオペはきつ

い。システムは東和。 

 

Ｑ 無記名投票は事務局側で状況が把握できるのか？ 

Ａ 事務局も一切分からない仕組み。無記名である以上事務局が把握すると疑念を

持たれる。 

 

その他 

・議場の椅子は１脚１９万円 

・サーバーが変わるとファイル形式がＭＰ４となるが、編集しにくくなる。 
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